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　大田区は田園調布せせらぎ公
園内に新たに「（仮称）田園調
布せせらぎ公園文化施設」を建
設し２０２０年度からの運用を
計画しています。
　この施設は多摩川駅前と周囲
の豊かな自然環境を活かしての
地域の活性化や文化・スポーツ・
レクリエーション施設を設けて、
周辺住民の憩いの場となること
を目的として建てられるもので
す。

　計画では現在休憩所の立地し
ている場所は「メイン広場」に、
公園北側の駅添いの場所は「文
化ゾーン」に、南側の宗教施設
に隣接する場所は公園を拡張し
「スポーツゾーン」となる予定
です。文化ゾーンには集会や体
験学習施設、図書貸し出し窓口、
飲食スペースを併せ持つ施設が、
スポーツゾーンには屋内スポー
ツ等ができる体育室、防災備蓄
倉庫、にぎわいの広場となる計

画です。
　今年度中に基本計画、基本設
計を決め、文化ゾーンについて
は今年度から翌年度にかけて実
施計画を作成、２０１８年度中
に施設の建設工事を開始する予
定です。現在の休憩所は２０２０
年度の４月ごろまでは通常運営
となります。
　また、公園に隣接する田園調
布富士見会館については、建物
の長寿命化大規模改修を実施
し、田園調布特別出張所と地域
包括支援センターを移転させる
ことが決まっています。完成は
２０２１年度以降の予定です。
　調布地域に体育・文化施設を
求める声は以前から区民要求と
して挙げられ、「大田区公共施
設適正配置方針」の中でもその
必要性が述べられています。区
に対し、区民の皆さんの意見・
要望に真摯に耳を傾けて、利用
しやすい施設をつくるよう求め
ます。

法律相談もお気軽に

９月７日（木）午後1時～

場所　区議団控室（区役所）

（事前予約が必要です。電話か
ＦＡＸでお申し込みください）

今年、田園調布せせらぎ公園で開催された子どもガーデンパーティーの様子

（仮称）田園調布せせらぎ公園
文化施設基本計画について
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今 後 の 予 定

９月１２日（火）　　請願・陳情第一次締め切り

９月１９日（火）　　請願・陳情第二次締め切り

９月２０日（水）～ １０月１６日（月）　第３回定例会　

１０月３日（火）～ １０月１２日（木）　決算特別委員会

ぜひ傍聴にお越しください。

　大田区は今年度、新規開設の
認可保育園の数を当初１１施設
としていたところ、２２施設へ
と目標設定を改め、待機児解消
に向けて大きく前進しました。
　しかし、今年の区内の認可
保育園不承諾数は１８４５人で、
区が目標としている２２施設の
定員は１１００名であり、実際
の待機児数に見合ったものとは
なっていません。
　認可保育園をつくってほしい
という切実な声に応えるために
も更なる計画の推進を求めるも
のです。

　一方で、保育士等の人材確保
も困難な状況であり、今年１０
月開園予定の認可保育園で職員
を確保できず当初定員を半分以
下に減らしてオープンせざるを
得ない状況に追い込まれた事態
も発生しています。
　区は来年４月入職の区立保育
園の保育士３０名の募集を実施
しました。区立認可園を最終的
に１８園に絞り、他は民営化す
る方針を打ち出していますが、
それを撤回し区立の認可保育園
をつくることを強く求めます。

来年４月に新規開設
予定の認可保育園　

①グローバルキッズ鵜の木園
（鵜の木２丁目）

②にじいろ保育園矢口渡
（多摩川１丁目）

③キッズラボ矢口渡園
（多摩川１丁目）

＊このニュースは政務活動費で
　発行しています。

今年４月に開園した「くがはらさくらさく
ほいくえん」分室（鵜の木３丁目）

新規認可保育園開設計画進行中
当初目標を大幅に見直し

「道徳の教科化」

教科書採択
から考える

　８月４日に開かれた第８回教
育委員会定例会で「道徳の教科
化」に伴う教科書採択が行われ、
東京書籍の「新しい道徳」が採
択されました。これは学習指導
要領の改定により検定教科書を
使った特別な教科として道徳が
位置づけられ小学校で教えるこ
とによるものです。
　以前から小学校で道徳の時間
が設けられていましたが、道徳
の教科化は法的拘束力のある学
習指導要領の下に道徳が組み込
まれることで、国が主導して子
ども達に道徳意識を養わせるこ
とを狙うものです。
　価値観の多様化が進む現代社
会の中で、特定の価値観を押し
付けるような「道徳の教科化」
は時代の流れに逆行するもので
あり、それを点数で評価するこ
とには無理があります。子ども
達の豊かな人間性を育むことを
阻害するようなことは、あって
はならないと考えます。


